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　人口の動き

　2月1日現在
男　　　　5．279（＋1）

女　　　5．365

計10．644（＋1）

世帯数　2372（一1）

（）内は前月との比較

ノ
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■

　　　　　　　　　始まった南原保育園の建設工事
昨年暮れの19日に焼失した南原へき地保育所の建設が、春の開園に照準をあわせて急
ピッチで進められています。＜5日、現場で撮影＞

囹
行
　
　
事

農
家
対
策
事
業
の

　
地
区
検
討
会
日
程

　
　
二
　
月

十
目
　
仁
田
第
一
・
第
二
、
午
後

　
一
時
か
ら
仁
田
公
民
館
で

十
二
日
　
仁
田
第
三
・
第
四
、
午

　
後
一
時
か
ら
仁
田
公
民
館
で

十
三
日
　
野
口
第
一
・
第
二
・
第

　
三
、
午
後
一
時
か
ら
野
口
公
民

館
で

十
四
日
　
野
口
第
四
・
第
五
、
午

　
後
一
時
か
ら
野
口
公
民
館
で

十
五
日
　
原
田
、
午
後
七
時
か
ら

原
田
公
民
館
で

十
六
日
　
根
深
、
午
後
七
時
か
ら

根
深
公
民
館
で

十
七
日
　
下
原
、
午
後
七
時
か
ら

下
原
公
民
館
で

　
　
三
　
月

五
日
　
東
山
、
午
後
七
時
か
ら
東

山
公
民
館
で

六
日
　
水
口
沢
、
午
後
七
時
か
ら

水
口
沢
公
民
館
で

七
日
　
上
新
井
、
裏
町
公
民
館
で

　
上
野
、
第
二
作
業
場
で
、
い
ず

　
れ
も
午
後
七
時
か
ら

八
日
　
中
屋
敷
、
中
屋
敷
公
民
館

　
元
町
、
元
町
公
民
館
で
、
い
ず

　
れ
も
午
後
七
時
か
ら

九
日
　
沖
立
、
沖
立
公
民
館
で
、

　
新
町
、
新
町
公
民
館
で
、
い
ず

　
れ
も
午
後
七
時
か
ら

　
千
手
愛
児
会
　
　
二
月
二

　
定
例
総
会
　
　
　
＋
五
日

午
後
一
時
半
か
ら
役
場
分
室
で
。
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町
議
会
報
告
二
月
臨
時
会
）

南
原
保
育
園
再
建
が
決
ま
る

　
　
　
　
　
　
税
条
例
改
正
で
五
百
万
の
減
税
見
込
み

　
新
し
い
年
の
初
議
会
・
第
一
回
町
議
会
臨
時
会

は
、
一
月
二
十
五
日
に
招
集
さ
れ
、
会
期
一
日
で

南
原
保
育
園
再
建
間
題
を
中
心
に
七
案
件
を
審
議

し
ま
し
た
。
い
ま
ま
で
、
こ
の
一
月
臨
時
会
と
い

う
の
は
、
新
年
度
財
政
の
見
通
し
に
つ
い
て
検
討

す
る
機
会
と
し
て
の
性
格
が
強
く
、
本
会
議
の
付

　
固
定
資
産
税
率
を

　
引
き
下
げ

　
ま
ず
、
恒
例
に
な
っ
て
い
る
町
長
及

ぴ
議
長
の
年
頭
の
あ
い
さ
つ
が
あ
っ
て

開
会
。
最
初
の
議
案
は
、
固
定
資
産
税

の
税
率
引
き
下
げ
と
免
税
点
の
引
き
上

げ
を
内
容
に
し
た
、
川
西
町
税
条
例
の

”
■

議
事
件
も
さ
し
て
多
く
な
い
傾
向
で
し
た
。
し
か

し
、
こ
こ
数
年
、
そ
れ
だ
け
で
は
許
さ
れ
な
い
重

要
問
題
が
た
く
さ
ん
提
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

時宜を

選
ば
な
い
行
政
需
要
の
増
加
を
物
語
る
も

の
と
い
え
る
よ
う
で
す
。
以
下
、
日
程
順
に
こ
の

臨
時
会
の
模
様
を
お
伝
え
し
ま
し
ょ
う
。
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…
　
乳
児
医
療
費
の
公

ロ

…
　
費
負
担
に
関
す
る

ロ

…
決
議

00ロコ

”
　
次
代
を
に
な
う
子
供
た
ち
の
健
全

　

”
な
発
育
を
保
障
す
る
こ
と
は
、
政
治

　

…
の
要
諦
で
あ
る
。

…
　
近
年
、
乳
児
の
罹
病
率
は
老
人
に

ロ

”
次
い
で
多
く
、
子
供
を
持
つ
親
に
と

　

…
っ
て
、
そ
の
医
療
費
は
、
大
き
な
経

旧
済
的
負
担
と
な
っ
て
い
る
。

ロ

”
　
こ
の
た
め
、
乳
児
医
療
費
の
公
費

　

…
負
担
は
、
川
西
町
民
の
ひ
と
し
く
望

…
む
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
要
請
は
、

ロ

”
こ
の
た
ぴ
の
請
願
に
よ
っ
て
、
十
分

ロ

憩
理
解
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

”

一
部
改
正
で
し
た
。

　
ご
存
じ
の
よ
う
に
、
川
西
町
で
は
、

総
合
開
発
計
画
に
基
づ
く
各
種
事
業
を

推
進
す
る
た
め
、
こ
れ
ま
で
、
固
定
資

産
税
に
お
い
て
標
準
税
率
を
○
・
四
超

過
の
増
徴
負
担
に
よ
っ
て
一
般
財
源
の

確
保
を
は
か
り
、
ご
協
力
を
い
た
だ
き

な
が
ら
、
多
く
の
実
績
を
あ
げ
て
き
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
”

　
よ
っ
て
、
川
西
町
議
会
は
、
昭
和
”

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

四
十
八
年
度
よ
り
自
己
負
担
分
の
全
…

額
免
除
を
骨
子
と
し
た
乳
児
医
療
費
旧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ

の
公
費
負
担
制
度
を
本
町
で
も
実
施
”

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

す
る
と
と
も
に
、
市
町
村
が
こ
う
し
㎜

た
制
度
を
設
け
た
場
合
、
新
潟
県
は
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

所
得
制
限
等
の
条
件
を
付
す
る
こ
と
”

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ

な
く
、
所
要
経
費
の
三
分
の
二
を
市
…

町
村
に
補
助
す
る
制
度
を
設
け
る
よ
…

う
強
く
要
望
す
る
も
の
で
あ
る
。
　
　
…
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以
上
、
決
議
す
る
。
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。

　
し
か
し
、
国
に
お
け
る
減
税
方
針
や

固
定
資
産
税
評
価
額
の
年
々
の
増
加
、

あ
る
い
は
、
市
町
村
民
税
と
の
税
負
担

の
均
衡
な
ど
の
理
由
か
ら
、
今
回
の
措

置
に
な
っ
た
も
の
で
す
。

　
改
正
の
具
体
的
な
中
身
は
、
税
率
の

O
・
一
引
き
下
げ
と
、
評
価
額
の
少
額

の
か
た
に
対
す
る
免
税
点
を
、
土
地
に

つ
い
て
は
三
万
円
未
満
を
八
万
円
に
、

家
屋
に
つ
い
て
は
三
万
円
未
満
を
五
万

円
未
満
に
そ
れ
ぞ
れ
引
き
上
げ
る
と
い

う
も
の
で
、
原
案
ど
お
り
可
決
さ
れ
ま

し
た
。

　
こ
の
、
税
条
例
の
一
部
改
正
に
よ
る

昭
和
四
十
八
年
度
の
減
税
見
込
み
は
次

の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

圏
皿
税
率
引
き
下
げ
に
よ
る
減
税

　
　
　
土
　
地
　
　
一
一
六
万
一
千
円

　
　
　
家
屋
　
一
五
二
万
七
千
円

　
　
　
償
却
資
産
　
二
二
四
万
一
千
円

　
　
　
　
計
：
：
四
九
二
万
九
千
円

圃
図
免
税
点
引
き
上
げ
に
よ
る
減
税

　
　
　
土
　
地
　
　
　
三
八
万
一
千
円

　
　
　
家
屋
　
　
六
万
九
千
円

　
　
　
　
計
：
：
：
四
五
万
○
千
円

”
団
合
計
：
：
五
三
七
万
九
千
円

　
な
お
、
減
税
見
込
み
の
町
内
、
町
外

別
内
訳
で
は
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　
　
町
内
分
　
　
　
二
六
一
万
三
千
円

　
　
町
外
分
　
　
　
二
七
六
万
六
千
円

　
　
（
国
鉄
分
　
二
五
六
万
八
千
円
）

　
南
原
保
育
園
は

　
　
　
σ
年
度
事
業
で

　
議
案
第
二
号
は
、
一
般
会
計
の
六
回

目
の
補
正
予
算
に
つ
い
て
で
、
こ
れ
も

原
案
ど
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　
補
正
の
主
要
な
点
は
、
歳
出
で
、
公

有
財
産
購
入
費
、
南
原
保
育
園
建
般
関

係
経
費
及
ぴ
消
防
費
を
追
加
し
た
の
に

対
し
、
歳
入
で
は
地
方
交
付
税
や
町
憤

の
増
を
中
心
に
手
当
て
し
ま
し
た
。

　
こ
の
結
果
、
一
般
会
計
は
、
歳
入
歳

出
と
も
二
千
一
百
四
十
八
万
七
千
円
の

補
正
増
に
よ
っ
て
、
総
額
六
億
九
千
九

百
四
十
六
万
三
千
円
と
、
七
億
目
前
の

規
模
に
達
し
ま
し
た
。

　
こ
う
し
て
、
昨
年
の
暮
れ
に
焼
失
し

た
南
原
へ
き
地
保
育
所
が
、
新
し
く
、

常
設
の
小
規
模
保
育
園
と
し
て
、
四
十

七
年
度
事
業
で
再
建
整
備
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
、
引
き
続
き
、
こ
の
保
育
園
敷

地
寄
付
の
受
け
入
れ
も
議
決
し
ま
し
た

　
体
協
が
体
育
館

　
　
　
建
設
を
請
願

　
臨
時
会
は
、
こ
の
あ
と
、
建
設
厚
生

委
員
会
に
付
託
と
な
っ
て
い
た
「
乳
児

の
医
療
費
助
成
に
関
す
る
請
願
」
の
審

査
結
果
に
つ
い
て
委
員
長
報
告
が
あ
り

同
請
願
は
、
委
員
会
の
結
論
ど
お
り
採

択
と
な
り
ま
し
た
。

　
そ
し
て
、
請
願
の
趣
旨
に
基
づ
い
た

別
掲
の
よ
う
な
決
議
案
が
建
厚
常
任
委

員
全
員
の
手
で
提
出
さ
れ
、
修
正
な
し

に
議
決
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
間
、
議
会
は
、
南
原
保
育
園
建

設
工
事
の
入
札
を
執
行
す
る
た
め
一
時

中
断
し
、
入
札
終
了
後
に
再
開
、
た
だ

ち
に
同
建
設
工
事
請
負
契
約
を
議
決
に

付
す
る
と
い
う
、
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
運

営
ぷ
り
を
み
せ
ま
し
た
。

　
そ
の
、
南
原
保
育
園
建
設
工
事
は
、

契
約
金
額
一
千
二
百
十
万
円
で
、
株
式

会
社
高
橋
工
務
店
（
代
表
取
締
役
高
橋

寛
治
）
が
請
け
負
う
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
完
成
期
限
は
、
三
月
三
十
一
日
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　
日
程
の
最
後
は
、
　
「
町
民
体
育
館
建

設
に
関
す
る
請
願
」
で
し
た
。

　
請
願
の
趣
旨
は
、
運
動
広
場
を
併
設

し
た
町
民
体
育
館
を
建
設
し
て
ほ
し
い

と
い
う
も
の
で
、
請
願
者
の
町
体
育
協

会
高
橋
文
一
会
長
以
下
、
傍
聴
し
た
体

協
役
員
の
見
つ
め
る
う
ち
に
同
請
願
は

所
管
の
総
務
文
教
委
員
会
に
付
託
さ
れ

ま
し
た
。
閉
会
後
は
、
全
員
協
議
会
が

開
か
れ
て
い
ま
す
。

宮
啓
醐
さ
ん
　
　
（
町
体
育
協
会

理
事
長
）
の
話
し
　
　
町
民
体
育

　
館
建
設
は
、
実
現
可
能
性
の
近
づ
い

　
た
よ
う
に
聞
い
て
い
る
総
合
集
会
施

　
設
整
備
と
は
ま
っ
た
く
別
ワ
ク
に
、

　
こ
ん
ご
、
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
を
通
じ

　
て
明
る
い
町
づ
く
り
に
寄
与
し
た
い

　
と
い
う
立
場
か
ら
、
体
協
の
意
思
を

　
結
集
し
て
お
願
い
し
た
次
第
で
す
。

幼
稚
園
児
の
募
集

　
四
月
入
園
の
川
西
幼
稚
園
児
を
、

次
の
要
領
で
募
集
し
ま
す
。

　
一
、
募
集
対
象

e
　
五
歳
児
（
昭
和
四
十
二
年
四

　
　
月
二
日
か
ら
翌
四
十
三
年
四
月

　
　
一
日
ま
で
の
間
に
生
ま
れ
た
も

　
　
の
）
で
あ
る
こ
と
。

⇔
川
西
町
全
域
か
ら
と
し
、
年

　
　
間
通
園
可
能
で
あ
る
こ
と
。

　
　
（
例
年
の
応
募
結
果
は
、
千
手

　
　
小
学
校
の
通
学
区
域
内
に
住
所

　
　
を
有
す
る
も
の
だ
け
と
な
っ
て

　
　
い
ま
す
．
）

一
一
、
手
　
続
　
き

e
　
決
め
ら
れ
た
入
園
願
書
に
必

　
　
要
事
項
を
記
入
し
、
役
場
内
教

　
　
育
委
員
会
事
務
局
に
提
出
し
て

　
　
く
だ
さ
い
。

⇔
　
願
書
の
提
出
期
限
は
、
二
月

　
　
末
日
で
す
．

㊧
願
書
の
用
紙
は
、
役
場
の
窓

　
　
口
に
備
え
つ
け
て
あ
り
ま
す
か

　
　
ら
、
お
出
か
け
に
な
っ
て
請
求

　
　
し
て
く
だ
さ
い
。

…
＝
＝
＝
＝
＝
…
＝
＝
一
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
一
＝
＝
一
＝
一
＝
一
＝
＝
一
＝
＝
＝
＝
…
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
｝
＝
＝
＝
一
＝
＝
＝
一

史
料

〃
川
西
町
の
あ
ゆ
み
〃

　
　
　
配
本
、
三
月
末
か
ら

　
前
号
で
、
　
「
史
料
・
川
西
町
の
あ
ゆ

み
」
刊
行
を
発
表
し
た
と
こ
ろ
、
さ
っ

そ
く
、
み
な
さ
ん
か
ら
三
百
部
ち
か
い

ご
注
文
を
ち
ょ
う
だ
い
し
ま
し
た
。

　
目
下
、
町
内
の
印
刷
所
で
完
成
を
急

い
で
わ
り
ま
す
が
、
刷
り
上
が
り
は
三

月
末
に
な
る
見
込
み
で
す
。

　
し
た
が
っ
て
、
配
本
は
そ
の
後
と
い

う
こ
と
に
な
り
、
当
方
か
ら
配
送
す
る

予
定
で
い
ま
す
。

　
な
お
、
ま
だ
、
印
刷
に
余
裕
が
あ
り

ま
す
の
で
、
追
加
注
文
も
受
け
付
け
て

い
ま
す
か
ら
、
ご
希
望
の
む
き
は
、
至

急
ご
一
報
く
だ
さ
る
よ
う
。

　
　
　
　
　
（
教
委
、
社
会
教
育
課
）
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昭和46年度町税の徴収実績

　　区　　分
種目別

調　定　済　額 収　入　済　額 収　入　歩　合

擶
滞　納
繰越分

計

賜
滞　　納

繰越分
計

賜
滞　　納

繰越分
計 前年

r市町村　民税 　千34，116
千円

6
　千円
鉱122

　千円
34，116

千円

0
　千円
34，116 100．0 100． 99．

（1）個人均等割 1，（矯 1，（》硲 1，046 1，（ン掲 100ρ 100．0

（2》個人所得割 ・19，235 19，235 19，235 19，235 100．0 100．0

（3》法人均等割 121 6 127 121 0 121 100．0 95．3

（4）法　人　税　割 13，714 13，714 13，714 13，714 100．0 100．0

弓固定資産税 風680 181 83，861 83，648 56 83，704 100．0 30．9 99．8 99．8

（1》純固定資産税 82，（ンに 181 82，223 82，010 56 82，066 100．0 30．9 99β

（イ）土　　　　地 171229 165 1π39・4 侃222 51 1π273 100．0 30．9 99．3

（⇒家　　　　屋 22，151 16 22，167 22，143 5 22，148 100．0 31．3 999

0償却資産 42，662 42，662 4a64・5 42，645 100．0 100．0

（2》交付金・納付金 1，638 1，638 1，638 1，638 100．0 曝00．0

α）交　　付　　金

＠納　付　金 1，638 1，638 1，638 1，638 100．0 100．0

ミ軽　自　動車税 3，559 11 3，570 3，546 5 3，551 99．6 菊．5 99．5 99．7

唄市町村たばこ消費税 9，810 9，810 9810 9，810 100．0 100．0

写電気　ガ　ス　税 5，328 ◎32B 5，328 5，328 100．0 100．0

六木材引　取税 201’ 8 209 201 0 201 100．0 962 96．5

計 136，694 206 136，900 136，649 61 136，710 100．0 296 99．9 99．8

国民健康保険料 3π490 67 3記557 3π437 44 3π481 99．9 65．7 99．8 998

町税及び地方交付税の伸長率

年度 町税㈹ 人ロ1人当り 指　　数 地方交付税B）人口1人当り 指　　数 ㈹＋（B） 指　　数 備　考

36 　　千円
71，817

　　円
5，145

1話 　　千円
35528

　　円
2545

1話 　　　千円
107：3・45

1話

37 82，487 5，910 114・ 35，991 2，579 101 118，478 110

38 83，466 5，980 116 妬，051 3，299 129 129，517 120

39 80，822 6，261 112 52，982 4，105 149 133，804 124

40 82，351 6，752 114 61，565 5，（ン18 173 143，916 134・

41 82，047 6，871 114 71，侶7 5，861 201 153，534 143

42 92，823 ス775 129 93，735 π781 263 186，558 173

43 100，009 8，604・ 139 113，543 9，495 319 213，552 198

44 111，941 9，357 155 149，534 12，500 420 261，475 243

45 130，76・4 11，835 182 176，216 15，950 495 306，980 285

46 136，710 12，710 190 23π177 22，（〕50 667 373，887 舗
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国民健康保険事業会計決算の状況

歳　　　　　　　入 歳　　　　　　　出
収　　　　　　　　　　支

科　　目 決算額 科　　目 決算額

1．保　　険　　料 　　円3π481，460 1．総　　務　　費 　　円6839818 歳入歳出差引額A－B　　G 　　円3737：812

2。国庫支出金 76，423，684 （1）総務管理費 6，464，853 繰越又は支払繰延等　　　　　D 0
（1）事務費負担金 3，930，684 （2）保険料徴収費 63，962

療養給付費
負担金及び
事務費精算額

精算交付額　E 61，992，684

俊）醤養碧付墓 58，062，000 （3）運営協議会費 255，453 精算還付額　F 1，251，194

③助産費補助金 　　1119，0001（4）趣旨普及費 55，550 差　引　額　G 60，7・41，490

（4）保健婦補助金 669，00012保険給付費 105，073，394 　　　　　G十E－F実質収支額i
H 64，479，3α≧

（5　…。　付金 13，444，000 （1）療養諸費 104・，128，894 lA　－　B　Ii
3．73π812

（6）その他の補助金 199，000 （2）その他の給付費 944，500 ．財源補て舶勺な他会計よりの繰入金」 O
3．県　支　出　金 33，000 3．保健施設費 4，390，804 財源補てん的な繰出金　　　　K 0
他会計よ　り4’の　　繰　　入　　金 3，000，000 4．諸支　出　金 1，251，194

再差引収支額

’
H －」十K　L 64，479，3C2

5．繰『越　　金 3，145，853 5．公　　債　　費 30，000 工一」十D　M 3，73π812

6．その他の収入 1，273，145 a積　　立　　金 35，∞0 人　　　　件　　　　費 10，04Z386

歳入合計A 121，358，Q22 歳出合計B 竹π620，210 世帯　数 1，827 被保険者数 η77

国民健康保険施設会計決算の状況
歳 入 歳 出

収 支
科　　　　　目 決算額 科　　　　　目 決算額

1．診　　療　収 23，963，730円 1．総　　　務　　　費 13，329，163円 歳入歳出差引額 △4，014，403円

2．使用料及手数料 118，6∠K） 2．医　　　業　　　費 重5，031，192 繰越又は支払繰延等 0
3．国　庫　支　出　金 0 3．施　設　整備費 112，087 未収入特定財源 0
4財　　産　収　　入 O 生公　　　債　　　費 9Z649 実　質収　支額 △4，014，403

5。他会計よりの繰入金 1，340，781 5．前年度繰上充用金 1，340，781 他会計より繰入金 1，340，781

6諸　　　収　　　入 473，318 再差引収支額 △5，355，184

歳　入　合　計 25，896，469 歳　出　含　計129，910，872

農業共済事業会計決算の状況
歳 入 歳 出

収　　　　　　支
科　　　　　目 決算額 科　　　　　目 決算額

共 1．掛金交付金補助金 ◎05生弼
共 1．保　　　険　　　金 21峨2謂 歳入歳出差引額　1638207雪

済 2．保　　　険　　　金 592，862 済 2．共　　済　　　金 1，43π883 支払備金積立金　　　　　O

勘 3．連合会無事戻金 334，448 勘 3。無　事　戻　　金 1，054，117 責任準備積立金　　　　　O
定 4．繰　　　越　　　金 10，412，762 定 4繰　　　出　　　金 0 繰 入　　金　　1，282，000

収 5．その他の収入 0 支 5．その他の支出 O 繰 出　　金　　　　　0
入 計 16，394・，632 出 計 2，706，208 未 収　　金　　　　　0

1．賦　　　課　　金 711，677
　　　　　　ず　　［■罵
1．総　　　務　　　畏 8，09Z715 未 払　　金　　　　　0

業 2県　　支　出　金 5，824，000 業 （1）人　　件　　費 6，755，997 再差引収支額　甑100，079
務 3。分担金負担金 876，912 務 （2）そ　　の　　他 1，34璽。718

勘 4．繰　　　入　　　金 1，282，000 勘 2．業　　　務　　　費 1，121，101

定 5。諸　　　収　　　入 632．57 定 a連合会支出金 133，300

収 6．繰　　　越　　　金 2，718，606 支・4・その他の支出 0
計 12，045，771

出 計 9，352，116
毒　　「’P

　歳　入　合　計 128，440，4α3 歳　出　合　計 12，058，324
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第174号（5）

国
民
年
金
支
払
い
月
の

変
更
　
3
・
6
・
9
血
月
に

　
拠
出
制
国
民
年
金
の
年
金
支
払
い
月

が
変
更
に
な
り
ま
し
た
。

　
い
ま
ま
で
、
こ
の
拠
出
制
国
民
年
金

は
、
毎
年
二
月
、
五
月
、
八
月
及
ぴ
十

一
月
の
各
月
に
年
金
の
支
払
い
を
行
な

っ
て
い
ま
し
た
が
、
こ
と
し
か
ら
、
三

月
、
六
月
、
九
月
及
ぴ
十
二
月
の
四
回

そ
れ
ぞ
れ
の
月
の
前
月
ま
で
の
三
か
月

分
を
支
払
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
福
祉
年
金
の
場
合
は
、
こ
れ
ま
で
ど

お
り
一
月
、
五
月
及
ぴ
九
月
の
各
六
目

か
ら
で
す
か
ら
、
お
ま
ち
が
い
の
な
い

よ
う
に
。

現
況
届
を

　
　
忘
れ
ず
に

　
拠
出
制
国
民
年
金
の
受
給
権
者
（
障

害
年
金
、
母
子
年
金
及
ぴ
遺
児
年
金
）

は
、
毎
年
、
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
国

民
年
金
受
給
権
者
現
況
届
を
提
出
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
こ
の
届
け
を
し
な
い
と
、
次
の
年
金

支
給
を
停
止
さ
れ
ま
す
か
ら
注
意
し
て

く
だ
さ
い
。

　
届
け
の
用
紙
は
、
役
場
の
社
会
課
窓

口
に
用
意
し
て
あ
り
ま
す
か
ら
、
印
鑑

を
持
参
し
て
、
早
め
に
手
続
き
を
す
ま

せ
る
よ
う
。

制
度
に

　
　
取
り
残
さ
れ
ぬ
よ
う

　
ご
承
知
の
よ
う
に
、
年
金
制
度
の
充

実
改
善
が
叫
ば
れ
て
い
る
咋
今
、
い
く

ら
内
容
が
良
く
な
っ
て
も
、
被
保
険
者

と
し
て
加
入
し
て
い
な
け
れ
ば
制
度
の

扱
い
を
受
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　
現
在
、
国
民
年
金
以
外
の
公
的
年
金

（
厚
生
年
金
や
各
種
共
済
年
金
）
に
加

入
し
て
い
る
人
以
外
は
、
必
ず
、
国
民

年
金
に
加
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　
こ
と
し
は
、
国
民
年
金
の
年
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
際
、
あ
な
た
の
将

来
を
守
る
年
金
制
度
を
あ
ら
た
め
て
認

識
な
さ
っ
て
、
制
度
か
ら
取
残
さ
れ
な

い
よ
う
ご
注
意
を
、
特
に
、
二
十
歳
に

な
っ
た
ば
か
り
の
若
い
人
た
ち
の
中
に

は
、
年
金
に
対
す
る
意
識
が
薄
く
、
年

金
と
い
っ
て
も
実
際
に
も
ら
え
る
の
は

遠
い
将
来
の
こ
と
だ
か
ら
と
い
っ
て
、

真
剣
に
年
金
の
こ
と
を
考
え
よ
う
と
し

な
い
傾
向
が
あ
る
よ
う
で
す
。

　
今
は
元
気
で
働
い
て
い
て
も
、
や
が

て
は
、
年
を
と
っ
て
働
け
な
く
な
る
と

き
が
や
っ
て
く
る
の
で
す
か
ら
。

　
　
来
運
転
者

せ
ま
い
日
本

　
　
来
歩
行
者

た
し
か
め
て

　
　
来
子
ど
も

ぼ
く
し
な
い

む

　
も
し
、
手
続
き
が
四
月
以
後
に
な
り

ま
す
と
、
四
月
分
か
ら
支
給
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
請
求
し
た
月

の
翌
月
か
ら
支
給
開
始
と
な
り
ま
す
。

　
し
た
が
っ
て
、
遅
れ
て
も
、
三
月
中

に
は
手
続
き
を
済
ま
さ
れ
る
よ
う
。

　
公
務
員
や
三
公
社
に
勤
め
て
い
る
か

た
は
、
勤
務
先
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い

　
な
お
、
こ
の
児
童
手
当
は
、
各
種
の

福
祉
年
金
、
児
童
扶
養
手
当
な
ど
を
受

け
て
い
る
人
で
も
支
給
さ
れ
ま
す
。

山
口
熊
太
郎
・
仁
田
、

田
中
サ
チ
・
仁
田
、

星
野
イ
ノ
・
野
口
、

丸
山
直
松
・
原
田
、

高
橋
権
三
郎
・
室
島
、

金
子
富
太
郎
・
岩
瀬
、

江
口
鶴
治
・
小
白
倉
、

〃
本
人

〃
隆
一
郎

〃
正
太
郎

む

〃〃〃〃

本本正仁
人人一吉

児
童

手
当

支
給
範
囲
を
拡
大

　
児
童
手
当
は
、
四
月
か
ら
、
次
の
要

件
に
当
て
は
ま
っ
て
い
る
と
き
に
支
給

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

1
十
八
歳
未
満
の
児
童
を
三
人
以
上

　
養
育
し
て
お
り
、
そ
の
う
ち
、
　
一
人

　
以
上
が
昭
和
三
十
八
年
四
月
二
日
以

　
後
に
生
ま
れ
た
児
童
で
あ
る
こ
と
。

　
　
こ
れ
ま
で
は
、
三
人
以
上
の
児
童

　
の
う
ち
、
昭
和
四
十
七
年
一
月
一
日

　
現
在
で
五
歳
未
満
の
児
童
（
昭
和
四

　
十
二
年
一
月
二
日
以
後
に
生
ま
れ
た

　
児
童
）
の
い
る
こ
と
が
必
要
で
し
た

　
　
四
月
か
ら
は
、
そ
の
範
囲
が
拡
大

　
さ
れ
て
、
三
人
以
上
の
児
童
の
う
ち

　
四
月
一
日
現
在
、
十
歳
未
満
の
児
童

　
が
い
れ
ば
支
給
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

ナ
…
…
…

‘
そ
ん
な
に
急
い
で

ナ
…
…
…

‘

ま
た
た
し
か
め
て

た
も
の
で
す
。

2
そ
の
人
の
収
入
が
、
一
定
の
額
、

た
と
え
ば
扶
養
親
族
五
人
の
場
合
二

百
三
十
三
万
円
（
こ
の
額
は
、
こ
と

し
六
月
に
引
き
上
げ
ら
れ
る
予
定
で

す
。
）
に
満
た
な
い
こ
と
。

支
給
手
続
き
は

　
支
給
を
受
け
る
に
は
、
認
定
請
求
書

を
提
出
し
て
い
た
だ
か
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

　
新
し
く
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
か
た

や
手
当
額
が
ふ
え
る
と
思
わ
れ
る
か
た

は
、
す
ぐ
、
係
ま
で
請
求
の
手
続
き
に

お
い
で
く
だ
さ
い
。

八
十
八
歳
の
長
寿
者

　
　
こ
と
し
は
十
四
人

　
町
で
記
念
の
座
ぷ
と
ん
を
贈
っ
た
米

寿
の
皆
さ
ん
を
、
次
に
ご
紹
介
し
ま
す

　
平
野
荘
二
・
中
島
町
、
世
帯
主
席
治

平
野
徳
平
・
四
郎
兼
、

喜
多
ト
メ
・
東
善
寺
、

南
雲
ヒ
デ
・
木
島
、

蔵
品
ム
メ
・
霜
条
、

中
条
ト
ミ
・
元
町
、

渡
貫
ム
メ
・
新
町
新
田
、

〃　〃　〃　〃　〃　〃

九貞勇吉　 一
二夫平治誠平

む
け
…
…
…

ど
う
ろ
の
と
び
だ
し

交
通
安
全
・
年
間
ス
ロ
ー
ガ
ン

ち

ど
一
』

ハ

町
へ

　
二
件
の
寄
付

　
こ
の
ほ
ど
、
町
あ
て
に
次
の
二
件
の

ご
寄
付
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ご
紹
介

し
ま
す
。

※
大
海
基
二
さ
ん
（
高
原
田
）
か
ら

　
一
月
五
日
に
な
く
な
ら
れ
た
二
男
敏

　
明
ち
ゃ
ん
の
香
典
返
し
と
し
て
、
南

　
原
保
育
園
の
再
建
に
役
だ
て
て
ほ
し

い
と
一
万
円
。

※
押
木
増
雄
さ
ん
（
元
町
）
か
ら
、

　
一
月
十
二
日
に
な
く
な
ら
れ
た
実
父

　
治
平
さ
ん
の
香
典
返
し
と
し
て
、
町

　
の
社
会
福
祉
に
役
だ
て
て
ほ
し
い
と

三
万
円
。

へ
行
く

イ
横
断

わ
る
ふ
ざ
け

9∂99

！
＼
価

冬
の
交
通
事
故
防
止

　
　
　
　
　
　
駐
　
在
　
所

　
暖
冬
の
せ
い
で
、
例
年
に
比
べ
た
ら

道
路
事
情
は
良
い
の
で
す
が
、
ま
だ
ま

だ
油
断
は
で
き
ま
せ
ん
。

　
ド
ラ
イ
バ
ー
は
む
ろ
ん
の
こ
と
、
歩

行
者
の
あ
な
た
も
、
交
通
事
故
防
止
の

た
め
、
特
に
次
の
点
に
注
意
し
て
く
だ

さ
い
。

◎
天
候
や
路
面
に
応
じ
た
安
全
速
度

で
運
転
を
。

　
　
・
路
面
は
す
べ
り
や
す
い
し

　
　
・
見
と
お
し
も
悪
＜

　
　
・
路
肩
の
見
き
わ
め
が
困
難

　
　
　
で
す
。
　
：
：
ス
リ
ヅ
プ
注
意

報
や
天
気
予
報
に
用
心
し
、
ス
ピ
ー

ド
は
二
、
三
割
く
ら
い
控
え
め
に
し

て
く
だ
さ
い
。

◎
車
間
距
離
は
十
分
に
：
：
雪
道

や
凍
り
つ
い
た
道
路
で
は
、
停
止
距

離
が
長
く
な
り
ま
す
。
車
間
距
離
は

多
め
に
と
っ
て
く
だ
さ
い
。

◎
歩
行
は
、
安
全
を
確
か
め
て

　
　
・
冬
期
、
車
は
ス
リ
ヅ
プ
し
や
す

　
　
く
、
急
に
止
め
る
こ
と
は
で
き

　
　
ま
せ
ん
。
：
：
特
に
、
道
路

の
横
断
に
は
注
意
を
払
う
よ
う
。

◎
飲
酒
運
転
は
絶
対
し
な
い
よ
う
、

ま
た
、
さ
せ
な
い
よ
う
に
。

◎
む
ち
ゃ
な
追
い
越
し
は
大
事
故
の

も
と
で
す
。
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所
得
税
の
申
生
口

　●

納
税

1
来
月
十
五
日
ま
で
に
ー

　
こ
と
し
も
、
い
よ
い
よ
所
得
税
の
確

定
申
告
、
贈
与
税
の
申
告
と
納
税
の
時

期
が
や
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

確
定
申
告
は

　
所
得
税
の
申
告
と
納
税
は
、
今
月
十

六
日
か
ら
三
月
十
五
日
ま
で
で
す
。

　
確
定
申
告
に
よ
っ
て
算
出
さ
れ
た
所

得
税
は
、
申
告
期
限
と
同
じ
＜
、
三
月

十
五
日
ま
で
に
納
め
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
が
、
延
納
も
許
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
、
延
納
を
希
望
さ
れ
る
と
き
は

半
分
（
予
定
納
税
を
行
な
っ
て
い
る
か

た
な
ら
第
三
期
分
税
額
の
半
分
）
以
上

を
三
月
十
五
日
ま
で
に
納
め
、
残
り
は

五
月
三
十
一
日
ま
で
に
納
付
す
れ
ば
よ

い
し
く
み
で
す
。
た
だ
し
、
延
納
期
間

中
は
、
年
七
・
三
’
％
の
割
合
で
利
子
税

が
か
か
る
こ
と
を
ご
承
知
に
な
っ
て
く

だ
さ
い
。

　
申
告
書
を
作
成
す
る
際
に
は
、
あ
ら

か
じ
め
配
付
す
る
「
所
得
税
の
確
定
申

告
の
手
引
き
」
や
「
申
告
書
の
書
き
か

た
」
を
参
考
に
、
ま
ち
が
い
の
な
い
よ

う
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
前
述
、
延
納
の
場
合
の
手
続

き
も
、
確
定
申
告
書
の
延
納
税
額
な
ど

を
記
入
す
る
欄
に
書
き
込
め
ば
よ
い
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

納
税
相
談
は
、

　
　
指
定
の
日
に

　
確
定
申
告
は
、
ご
存
じ
の
と
わ
り
自

分
で
所
得
を
計
算
し
て
納
税
を
し
て
い

た
だ
き
ま
す
。

　
も
し
、
わ
わ
か
り
に
な
ら
な
い
こ
と

が
あ
っ
て
納
税
相
談
会
場
へ
お
で
か
け

の
際
は
、
あ
ら
か
じ
め
確
定
申
告
書
の

自
分
で
記
入
で
き
る
と
こ
ろ
、
た
と
え

ば
住
所
・
氏
名
や
扶
養
控
除
欄
、
配
偶

者
控
除
欄
、
生
命
保
険
料
控
除
欄
等
を

記
載
し
て
、
相
談
時
間
の
短
縮
に
ご
協

力
ね
が
い
ま
す
。

　
さ
ら
に
、
雑
損
控
除
、
医
療
費
控
除

生
命
保
険
料
控
除
、
損
害
保
険
料
控
除

な
ど
を
受
け
ら
れ
る
人
は
、
証
明
書
類

を
ご
持
参
く
だ
さ
る
よ
う
に
、
給
与
、

配
当
な
ど
の
所
得
が
あ
る
人
は
、
必
ず

源
泉
徴
集
票
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

　
一
方
、
申
告
期
限
間
近
に
な
り
ま
す

と
、
税
務
署
の
窓
口
が
、
た
い
へ
ん
混

雑
し
ま
す
。
そ
の
た
め
、
長
時
間
お
待

た
せ
し
、
ご
迷
惑
を
お
か
け
す
る
お
そ

れ
も
あ
り
ま
す
の
で
、
申
告
は
、
な
る

べ
く
早
め
に
す
ま
せ
る
よ
う
お
願
い
し

ま
す
。

　
な
お
、
税
務
署
か
ら
相
談
日
の
案
内

の
あ
っ
た
人
は
、
な
る
べ
く
、
そ
の
日

に
お
い
で
く
だ
さ
い
。

　
納
税
相
談
日
程

☆
期
間

　
　
　
二
月
二
十
八
日
か
ら

　
　
　
三
月
二
日
ま
で
（
三
日
間
）

☆
会
場

　
　
　
川
西
町
役
場
四
階
議
場

還
付
手
続
き
も
早
め
に

税
金
の
還
付
を
受
け
る
た
め
の
申
告

も
、
早
め
に
す
ま
せ
て
く
だ
さ
い
。

　
源
泉
徴
収
さ
れ
た
税
金
や
予
定
納
税

を
し
た
税
金
が
納
め
過
ぎ
に
な
っ
て
い

る
人
は
、
還
付
を
受
け
る
た
め
の
申
告

を
行
な
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
次
の
よ
う
な
か
た
は
、
特
に
納
め
過

き
に
な
っ
て
い
な
い
か
ど
う
か
を
確
か

め
て
く
だ
さ
い
。

1
源
泉
分
離
課
税
を
受
け
な
い
利
子

　
や
配
当
な
ど
の
収
入
が
あ
る
人

2
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
、
雑
損
控
除
や

　
医
療
費
控
除
等
の
あ
る
人

3
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
、
年
の
中
途
に

退
職
し
た
人

4
予
定
納
税
を
し
て
い
る
人
で
、
災

　
害
を
受
け
た
り
、
営
業
不
振
な
ど
に

　
よ
り
所
得
が
著
し
く
減
少
し
、
確
定

　
申
告
の
必
要
が
な
く
な
っ
た
人
。

贈
与
税
の
場
合
は

の
贈
与
は
、
親
と
子
、
夫
と
妻
な
ど
の

よ
う
に
親
族
間
で
行
な
わ
れ
る
こ
と
が

多
い
の
で
、
財
産
を
も
ら
つ
て
も
贈
与

税
の
か
か
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
り

う
っ
か
り
し
て
い
る
人
が
、
案
外
、
多

い
よ
う
で
す
か
ら
注
意
し
て
く
だ
さ
い

　
贈
与
税
の
計
算
は
、
昭
和
四
十
七
年

中
に
も
ら
っ
た
財
産
の
価
額
が
四
十
万

円
を
こ
え
る
人
が
申
告
し
、
納
税
し
て

い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
四
十
七
年
中
に
も
ら
っ
た
財

産
の
価
額
が
四
十
万
円
以
下
で
あ
つ
て

も
、
次
の
よ
う
な
場
合
は
、
贈
与
税
の

申
告
と
納
税
が
必
要
で
す
。

　
す
な
わ
ち
、
昭
和
四
十
七
年
中
に
二

十
万
円
を
こ
え
る
財
産
を
も
ら
っ
た
か

た
が
、
同
じ
人
か
ら
昭
和
四
十
六
年
か

四
十
五
年
に
も
二
十
万
円
を
こ
え
る
価

額
の
財
産
を
も
ら
っ
て
い
る
と
き
は
、

贈
与
税
の
累
積
課
税
と
い
っ
て
、
三
年

間
は
合
計
し
て
贈
与
税
を
計
算
す
る
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
詳
し
い
こ
と
は
、
税
務
署
の
資
産
税

担
当
に
ご
相
談
の
う
え
、
・
誤
り
の
な
い

申
告
と
納
税
を
さ
れ
る
よ
う
お
願
い
し

ま
す
。便

利
な
振
替
納
税

　
納
税
に
は
、
便
利
な
振
替
納
税
の
制

度
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
ご
利
用
に
な
っ

て
く
だ
さ
い
．
そ
の
、
届
け
出
等
の
手

続
き
は
、
金
融
機
関
か
税
務
署
に
お
申

し
出
く
だ
さ
い
。

な
お
、
市
町
村
民
税
の
申

告
書
も
三
月
十
五
日
ま
で
に
、
役
場
へ

提
出
さ
れ
る
よ
う
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。
　
（
確
定
申
告
書
を
提
出
し
た
人

は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
）

　
　
　
（
税
務
課
・
十
日
町
税
務
暑
）

納
税
メ

不
動
産
取
得

税
と
は

モ土
地
や

家
屋
な

ど
の
不

動
産
を
取
得
し
た
と
き
に
か
か
る

の
が
不
動
産
取
得
税
（
県
税
）
で

標
準
税
率
は
、
取
得
し
た
不
動
産

価
格
の
三
％
で
す
。

　
不
動
産
の
価
格
は
、
家
屋
の
新

築
等
で
町
の
固
定
資
産
税
台
帳
に

登
録
さ
れ
て
い
な
い
と
、
評
価
基

準
に
よ
っ
て
、
県
知
事
が
そ
の
価

格
を
決
定
し
ま
す
。

　
土
地
十
万
円
、
家
屋
二
十
三
万

円
未
満
な
ら
課
税
さ
れ
ず
、
住
宅

を
新
築
し
た
場
合
は
、
二
百
三
十

万
円
（
四
十
七
年
は
百
五
十
万
）

を
控
除
す
る
特
例
が
あ
り
ま
す
。

　
贈
与
税
は
、
毎
年
二
月
一
日
か
ら
三

月
十
五
日
ま
で
の
間
に
申
告
し
、
納
税

す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
贈
与
税
は
、
土
地
や
家
屋
を
は
じ
め

現
金
、
預
金
、
株
式
な
ど
財
産
を
も
ら

っ
た
人
が
納
め
る
税
金
で
す
が
、
財
産

新
嘱
託
員
き
ま
る

　
　
　
　
…
…
…
…
…
…
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逃
宕
、
祉
諮
説
．
齋
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箔糖妨磁謬物捻餅

野
上
忠
輝

今
藤
登
美
子

川
崎
義
和

藤
巻
み
っ
る

北
村
広
子

小
川
　
勝

星
名
　
薫

学赤東塩越上上か
校　善　ケ　　　に
町谷寺辛澤野町
　◎◎　　丸大小登川
新新た山海海坂崎
婦郎　．　　亜

　昌正　　 和博
裕美子守洋幸之

大
海
亜
希
子

丸
山
　
勲

弘　 久正耕義　 治

一均男一作紀忠平潔

長
男
下
平
新
田

長二長二三二二長
男女男女女男男男

中霜木岩高野中田
仙　　　　原　 央
田條島瀬田口町中

た
か
さ
ご
ー
ご
円
満
に

　
　
　
　
若
山
　
勝
利
　
新
町
新
田

◎
新
婦
　
村
上
　
静
香
　
岡
　
山
か
ら

（
◎
新
郎
登
坂
輝
道
岩
瀬

◎
新
婦
　
宮
寺
　
文
子
　
埼
　
玉
か
ら

　
昇
天
ー
ご
め
い
福
を
祈
る

大
海
敏
明

高
橋
幸
夫

高
橋
后
治

丸
山
ハ
ツ
ノ

蔵
晶
答
太
郎

田田山押
村中崎木

ノキ豊治
ヤヨ吉平

鶴下中元霜原　室高
　　央　　　　〃　原
吉原町町條田　島田

九八八八八七七三
二六四四二八〇二一

　
　
　
　
　
在
埼
玉
　
　
　
　
石

初
午
の
太
鼓
に
夕
の
風
し
ま
る

積
み
替
へ
し
堆
肥
の
匂
ふ
東
風
の
夕

残
る
菜
を
早
春
の
鶏
つ
い
ば
め
る

早
春
や
土
の
ほ
ぐ
る
る
施
肥
の
あ
と

布
団
干
す
良
き
日
や
梅
の
こ
ぼ
れ
咲
く

　
　
　
　
　
小
白
倉
江
口
凡
石

空
青
し
ど
ん
ど
の
煙
真
直
ぐ
に

ど
ん
ど
後
ひ
っ
そ
り
暮
れ
て
小
雨
降
る

　
　
　
　
　
小
自
倉
片
桐
玉
章

も
ぎ
残
る
柚
子
目
立
ち
い
て
冬
囲

春
浅
き
梨
の
前
刀
定
つ
y
き
居
り

　
　
　
　
　
千
手
高
橋
Y
子

細
べ
も
わ
か
れ
て
雪
の
詣
で
道

　
　
　
　
　
松
風
園
　
南
雲
文
峯

大
桃
の
豊
作
ね
が
う
小
豆
が
ゆ

4

か
わ
に
レ

　
　
非
・
緬
蔓

　
　
ぞ
　
ン

太
田
白
南
風
選

　
　
金
子
洋




